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【令和５年度事業計画書】 

 

以下法第 10条の２第 2項第１～５号に規定する事業に関しては、別添「（参考）

昨年度報告書」をご参照いただき、変更がある場合は、変更がある箇所のみ以

下の表に御記入ください。 

○法第 10条の２第２項第１号に規定する事業 

事業内容 該当 

環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取

組に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。 

 

○ 

情報及び資料の内容 

地球温暖化防止の普及活動 ◦地球温暖化による気象異変、海

洋の異常、温暖化が及ぼす食糧・水の問題、生物多様性への

影響、また CO2 削減はエネルギー問題と不可分であること

を認識できる最新情報に基づく資料 

収集及び整理の 

具体的方法 

IPCC 第 6 次報告書、環境白書、エネルギー白書等の政府刊

行物、身近な生態系等の環境調査、外部セミナーへの参加、

外部講師を招いての講演開催等を通して、資料･情報を収集 

◦内部研修会の開催により、EC 千葉会員の情報レベルの向上

と共有化を行い、資料の整備 

情報等の提供先 

及び提供方法 

提供先：一般市民、小中高校生、大学生、企業、自治体等 

提供方法：公開講座の開催、小中高生等への出前授業、市民

環境大学等への講師派遣、環境経営（EMS）の企業説明会

で講演、各種環境イベントに出展、HP 掲載 

 

○法第 10条の２第２項第２号に規定する事業 

事業内容 該当 

環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取

組に関する調査研究（これらに関する政策に係るものを含む。）を

行い、及びその成果を提供すること。 

 

〇 

調査研究の内容 

1.住宅用太陽光発電システム設置の普及 

2.地球温暖化に関する情報調査と発信・啓発 

3.養老川上流の面白峡小水力発電所付近の水辺の生きもの

しらべと小水力発電などの再生エネルギーに関しての子ど

もたちへの啓発 

調査研究の具体的方法 

1.太陽光発電システム設置世帯の実態調査結果をもとに効

果的な設置方法を助言する 

2.「2050 年ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙに伴うｸﾞﾘｰﾝ成長戦略」勉強会の推進 

3.小学校高学年対象の「大多喜町環境教育プログラム わく

わく探検隊～自然となかよし～」の実施による水辺の生きも

のしらべと面白峡小水力発電所の見学 

成果の提供先 

及び提供方法 

1.太陽光発電システム設置世帯には、更に効果的な運用法、

未設置世帯には導入助言として調査結果を提供する。 

2.自治体のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄなどに提供 

3.大多喜町周辺の教育委員会への事業報告と千葉県生物多

様性センターへの「水辺の生きものしらべ報告」 
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○法第 10条の２第２項第３号に規定する事業 

事業内容 該当 

環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取

組の手引その他の資料等を作成し、及び提供すること。 

 

〇 

作成する手引その他の 

資料等の内容 

1.環境保全の啓発のため手引き・テキスト・小冊子等の改訂

と実験機材 ◦保有する展示資料テーマ：EC 千葉の活動案内、

環境経営（EMS）推進、地球温暖化防止、廃棄物削減、生

活排水と浄化槽管理、生物多様性の危機、指標生物による水

質調査結果、自然観察結果等の改訂 

◦小冊子テーマ：浄化槽管理の改訂 

2.環境教育テキスト ◦保有する高校生向けの環境学習テキ

スト（15 テーマ）、環境学習地域教材テキスト（7 テーマ）

出前授業の実績テーマなど計 31 テーマ 

◦市民向け生活排水と浄化槽管理 

手引その他の資料等の 

具体的な作成方法 

1.千葉県内及び ECU 等、環境に関する啓発目的の行事に積

極的に参画し、入場者へのアンケート等を基に改訂内容検討

と新規テーマ選定  

2.環境教育テキストの整備  

今年度の特記事項は、地球温暖化防止に関する既存テキスト

の見直しとブラッシュアップに重点を置く 

手引その他の資料等の 

提供先及び提供方法 

1.各種イベント会場で、展示と配布 ◦提供方法：エコメッセ

2023 in ちば等の県や各市等の環境関連イベントへの参加と

展示、小冊子配布 

◦提供先：一般市民 

2.環境教育テキストの整備 ◦提供方法と提供先：高校、高等

専門学校、市民大学等での出前授業や講演会での活用と HP

での公開 
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○法第 10条の２第２項第４号に規定する事業 

事業内容 該当 

環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取

組に関し、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。 

 

〇 

想定される照会及び 

相談等の具体的内容 

1.生活排水対策および浄化槽の適正管理に関する講習会へ

の講師派遣や展示会参加、HP での浄化槽管理方法に関する

相談  

2.中小企業の環境経営システム(EMS)支援 ◦県内の主に中小

企業からエコアクション 21、ISO14001 等の EMS 導入指導又

は活動改善依頼、EMS普及のための企業向け講習会開催 

3.家庭エコ診断制度に基づく、省エネ相談の対応として、「う

ちエコ診断」業務の実施。 

照会及び相談への 

具体的な対応方針 

1.平成 25 年度よりの継続事業として実施、県水質保全課等

との連携強化と講義内容、実験項目やテキストのブラッシュ

アップ推進  

2.当協議会の継続的事業であり、EA21 審査員、ISO14001 審

査員を中心に、EA21 地域事務局千葉県環境財団、千葉商工

会議所と協働で中小企業の環境経営を推進支援 

◦EA21 普及セミナーの開催：8 月（EA21 地域事務局との共催） 

◦ISO 内部監査員養成講座開催：6 月に各 2 日間、および 11

月に 2回開催し各 2日間。 

◦企業環境セミナーの開催：10 月（千葉商工会議所との共催） 

3.JCCCAを通し、うちエコ診断実施機関に登録し、自治体と

協働でうちエコ診断業務の実施。 

 

照会及び相談の受付方法 

1.当会組織の水環境対策センターを窓口として受け付け・実

施  

2.当会組織の EMS 支援センターを窓口とし、コンサルタント

派遣や講習会参加勧誘 

3.当会の HP 及び自治体の広報を通して、うちエコ診断受診

者を募集・勧誘 
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○法第 10条の２第２項第５号に規定する事業 

事業内容 該当 

 

環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働

取組を行うに当たって必要な指導者等のあっせん又は紹介を行うこ

と。 

 

〇 

あっせん又は紹介が 

可能な指導者等 

当環境カウンセラー千葉県協議会会員の殆どが、市民部門あ

るいは事業者部門（両部門の者も）の環境カウンセラーとし

ての有資格者であり、エコ検定合格者も数多くいる。会員自

身が、多様で多面な環境保全活動や環境教育での専門家ある

いは指導者としての役割が果たせる。 

◦ECU にも所属しており、県内だけでなく、全国組織との連

携や協働が可能である。 

◦環境経営（EMS）に関しては、会員内に 30 名以上の EA21

審査員、ISO14001 審査員が所属していて、EMS支援で活躍し

ている。 

◦専門的な分野では、複数名の教員免許の保持者、元大学教

授（理工系）、技術士、エネルギー管理士、公害防止管理者、

浄化槽管理士等の専門家が会員にいるので、専門的な環境教

育が可能である。 

◦会員は、社会あるいは企業等組織での永年の経験と実績を

有しているため、協働事業や環境教育での組織運営能力が高

いと自負している。JICA などでの海外経験の豊富な会員も

多数いる。 

◦また、その豊富な社会経験から現在も国内や海外の組織や

学会に所属する人があり、広い範囲の横断的な情報と人脈に

よる協働が可能である。 

･養老川上流の生きものしらべの指導者 

･面白峡小水力発電所見学の案内者 

あっせん又は紹介の 

具体的方法 

計画例： 

･千葉県総合教育センターとの協働テーマの企画及び指導者

派遣  

･千葉市教育員会との協働テーマの企画及び指導者派遣  

◦EA21 地域事務局千葉県環境財団への専門家派遣及び EA21

普及セミナーへの講師派遣と外部講師の選定・推薦 

◦県主催の浄化槽講習会あるいは浄化槽関連団体のイベント

への講師派遣 

◦市などが主催の講演会への講師紹介（船橋市他） 

◦千葉市等の環境審議会等への委員推薦 

･養老川上流の生きものしらべの実施支援 

･面白峡小水力発電所見学会の開催支援 

あっせん又は紹介に関す

る 

依頼等の受付方法 

◦原則として事務局が受付け窓口であるが、継続的事業等で

は当会組織の各センターが受け付ける場合もある。 
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【令和５年度年間計画】 

 

令和５年度活動予定表 

実施日 実施内容 

 

 

 

4 月～3月 

 

4 月～3月 

 

 

6 月 24日 

 

10月 15日 

 

 

 

 

4 月～12 月 

 

7 月下旬～8月 

 

5 月～12 月 

 

6 月～12 月 

 

8 月～10 月 

 

10月～3 月 

 

 

 

 

 

◎法第 10 条の 2第 2項第 1 号に規定する事業 

[環境保全活動への情報収集と成果提供] 

 

・相互研修 「食品ロス」ほか （講師；当会佐藤理事、ほか） 

 

・EMS 支援センター連絡会前に都度研修会を開催。 

課題は「地球温暖化（緩和と適応）関連」ほか 

 

・「第 26 回ふなばし環境フェア」への参加 

 

・「エコメッセ 2023 in ちば」への参加 

 

◎法第 10 条の 2第 2項第 2 号に規定する事業 

［環境保全活動への調査研究と成果提供］ 

 

・指標水生生物による川の水質調査 

(大多喜町環境教育プログラム、ほか) 

・「大多喜町環境教育プログラム わくわく探検隊～自然となかよし～」 

の開催 

・千葉県内の農作物規格外品の廃棄実態調査 

 

・植生・水環境、地質・人間との関わり等の資料を収集し調査 

(環境保全・生態系の観察と研修実施、広報誌・ＨＰに掲載し啓発) 

・自然保護と開発の進め方に関する調査研究としての自然観察会 

  

・災害時の停電対策としての住宅用太陽光発電の性能及び活用方法につ

いての調査（会員間にて情報共有化、理解向上） 
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4 月～3月 

4 月～6月 

4 月～3月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 30日 

7 月～１月 

4 月～3月 

6 月 

6 月 

11月 

11月 

10月 15日 

 

10月 25日 

未定 

 

７月～2月 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎法第 10 条の 2第 2項第 3 号に規定する事業 

       ［環境保全啓発への資料作成と提供］ 

 

・千葉県水質保全課と協働の浄化槽講習会用のテキスト改訂 

・ISO14001,ISO9001内部監査員養成講座用のテキスト改訂 

・環境保全イベント用に資料作成、展示と実演および講演により提供 

○「環境フェア・フェスティバル」 

(千葉市、浦安市、船橋市、鎌ヶ谷市、君津市、他) 

 ○「食品ロスについて」（市原市、茂原市、野田市、他） 

 

 

 

◎法第 10 条の 2第 2項第 4 号に規定する事業 

  ［環境保全活動への環境学習、講習会、相談会等の実施］ 

 

・EA21(エコアクション 21)普及セミナーの開催 

・ISO 取得・維持の支援（他団体主催セミナーへの講師派遣） 

・中小企業の環境経営（EMS）支援 

〇ISO14001内部監査員養成講座開催 

〇ISO9001 内部監査員養成講座開催 

〇ISO14001内部監査員養成講座開催 

〇ISO9001 内部監査員養成講座開催 

・「エコメッセ 2023 in ちば」 会場出展参加 

 

・企業環境セミナー開催 

・浄化槽講習会開催について千葉県水質保全課と協働 

(野田市、木更津市、印西市、他) 

・環境省認定「うちエコ診断」実施 

(千葉市地球温暖化対策地域協議会主催) 
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4 月～3月 

7 月～2月 

4 月～3月 

 

4 月 12日 

未定 

 

7 月 4 日 

 

10月 5日 

 

10月 16､17日 

 

2 月 

 

 

 

 

 

◎法第 10 条の 2第 2項第 5 号に規定する事業 

［環境保全活動へ指導者等の斡旋、紹介］ 

 

・エコアクション 21特別基礎地域事務局千葉県環境財団への派遣 

・うちエコ診断士（4人） 

・養老川上流の生きものしらべの実施支援 

・面白峡小水力発電所見学会の開催支援 

・市原市市津公民館への講師派遣 

・千葉県総合研究センター研究会講師派遣 

 

・千葉県総合教育センター「中学校・高等学校初任者研修」講師派遣 

 

・市原市役所「職員向け地球温暖化対策研修」講師派遣 

 

・成田市生涯大学院（教養講座）へ講師派遣 

 

・成田市中央公民館セミナーへの講師派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 一年間の事業の流れについて、活動を大きな項目に分け、記載して下さい。 

 


